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この提案評価基準は，大崎市水道事業（以下「市 」という 。 ）が実施する大崎市水道

事業包括業務のうち，給水装置等関連業務，（以下「本業務」という。 ）を受託する民間

事業者（以下「事業者」という。 ）の選定を行うにあたっての評価基準を定めたものであ

り，本業務に係るプロポーザル参加希望者（以下「参加者」という。 ）に交付するもので，

別冊の以下の書類と一体をなすものである（これらの書類を総称して，以下「実施要領

等」という。 ） 。

① 実施要領

② 要求水準書

③ 特記仕様書

④ 様式集

参加者は，実施要領等の内容を十分に理解した上で，必要な書類を作成，提出する

こととする。

なお，大崎市水道事業包括業務のうち，水道料金収納等業務及び水道施設運転管

理業務の優先交渉権者は，別途募集及び選定を行う。
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第 1 審査方法

1 審査方式

本業務は，民間事業者の有する専門的な知識やノウハウ，技術力等を活用する

ことが必要であることから，事業者の選定にあたっては，公募型プロポーザル方式

を採用し，業務提案による技術面等の非価格要素とともに提示された提案見積金

額を総合的に評価する。

2 委員会の設置

市は，業務提案書等の審査を専門的知見に基づいて実施するため， 「大崎市水

道事業包括業務委託に係るプロポーザル審査委員会」 （以下， 「委員会」という 。 ）

を設置している。委員会の委員は，有識者，学識経験者，水道使用者及び市職員

により構成され，提案評価基準に基づき業務提案書等の審査を行う。

第 2 審査内容

1 プロポーザル参加資格の確認

（ 1 ） 必要書類の確認

市は，参加者から提出された参加資格確認書類について，実施要領等にて求

めた必要書類がすべて揃っていることを確認する。

（ 2 ） 参加資格の確認

市は，参加者から提出された参加資格確認書類に基づき，参加者が実施要領

等に定める参加者の要件を満たしていることを確認する。参加資格要件を満たし

ていない場合は失格とする。

2 業務提案審査

（ 1 ） 必要書類の確認

市は，参加者から提出された業務提案書等について，実施要領等にて求めた

必要書類がすべて 揃っていることを確認する 。

なお，参加者が多数あるなど，市及び委員会が必要と判断した場合は，市に

おいて「第 3 総合評価点の算出方法」に基づき事前審査を実施した上で委員会
に諮ることにより，委員会での審査対象者を限定することがある。

（ 2 ） プレゼンテーシヨン及びヒアリングの実施

市及び委員会は，必要書類の確認ができた参加者を対象として，提案内容の

確認等のために，参加者にプレゼンテーションを求め，ヒアリングを実施する。

なお，参加者が多数あるなど市において事前審査を実施した場合は，委員会

での審査対象者のみにプレゼンテーションを求め，ヒアリングを実施する。

（ 3 ） 提案内容審査

委員会は，業務提案書等のうち技術的提案などの非価格要素の内容につい

て審査し，「第 3 総合評価点の算出方法」に基づき得点化（技術評価点の算出）
を行う。

市は，提案見積金額について「第 3 総合評価点の算出方法」に基づき得点化
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（価格評価点の算出）を行う。

（ 4 ） 総合評価点の算出

技術評価点及び価格評価点を合算し，総合評価点を算出する。

（ 5 ） 優先交渉権者の選定

委員会は，総合評価点によって参加者の評価順位を決定するとともに，

最も高い提案を優秀提案とし，当該提案を行った者を優先交渉権者として選定

する。

優秀提案が 2 者以上あるときは，技術評価点の高い者を優先交渉権者として
選定する。この場合において，技術評価点が同点であるときは，委員会に諮って

優先交渉権者を選定する。

3 優先交渉権者及び受注者の決定

市は，選定結果をもとに優先交渉権者を決定し，契約交渉を行う。契約締結

は，市が別途発注する「水道施設運転管理業務」及び「水道料金収納等業務」

の優先交渉権者と S P C （特別目的会社）または J V （共同企業体）等の企業体を
結成することを前提とし，受注者を決定する。

市は，優先交渉権者と契約締結に至らなかったときは，委員会の審査結果

の上位者から順に契約交渉を行う場合がある。

第 3 総合評価点の算出方法

1 配点方針

業務提案書等で，求める提案内容の評価について，非価格要素に関する技

術評価点と価格要素に関する価格評価点の配点は，それぞれ 7 0 0 点及び 3 0 0
点を満点とし，技術評価点と価格評価点を加算して得られる合計点を総合評価

点と

する。

総合評価点＝技術評価点（ 7 0 0 点満点）＋価格評価点（ 3 0 0 点満点）

2 業務提案書等の審査項目等

技術評価点及び価格評価点の算出に当たって，業務提案書等の審査項目，

内容及び配点は表 １のとおり とする。
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表１ 業務提案書の審査項目，内容及び配点

審査項目 審査の視点 配点

（１） 会社内容に関する事項 （30）

①会社の規模，財務･経営状況
会社の規模，経営状況を総合的

に判断し，将来にわたり安定

した業務を行う経営基盤

30

（2） 受託実績に関する事項 （20）

①給水装置等関連業務の受託実

績

本市規模以上の給水装置等関連

業務を行っている実績
20

（3） 受託水道業務技術管理者に関する事項 （35）

①給水装置等関連業務における

受託水道業務技術管理者の業

務範囲

要求水準書及び特記仕様書に関

する理解

20

②受託水道業務技術管理者とし

ての責任

受託水道業務技術管理者として

の責任の理解及び意欲
15

（4） 業務全般に関する事項 ( 1 4 0 )

①業務施行計画 業務全般への理解 20

②水道技術管理者及び給水装置

工事主任技術者の配置
必須資格要件の理解 15

③業務上必要な資格者の配置計

画

要求水準書及び特記仕様書等に

関する理解
15

④資格者欠員時の体制 有資格者の補充体制 15

⑤業務の指揮命令系統
業務の責任体制と指揮命令系統

の整理及び確立
15

⑥業務従事者の教育
業務従事者の研修・指導・資格

取得に関する会社の体制
15

⑦業務準備の体制
業務準備期間内の体制とスケジ

ュール
10

⑧セキュリティー対策
個人情報等のセキュリティー対

策
15

⑨業務従事者の労働管理

過重労働を防止する人員配置，

メンタルケア･業務従事者の安

全管理

10

⑩業務履行困難時の対応
業務履行困難時の応援体制及び

他社への業務引継等の体制
10
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審査項目 審査の視点 配点

（5） 給水装置等関連業務窓口に関する事項 （60）

①人員配置計画 業務従事者の配置及び業務内容 20

②来庁者並びに電話の対応 来庁者並びに電話の対応内容 20

③お客様センターとの連絡体制
業務履行する上でのお客様セン

ターとの連絡体制
10

④苦情・クレーム対応
カスハラ防衛，再発防止に至る

危機管理体制
10

（6） 給水装置工事に関する事項 （60）

①給水装置工事受付並び審査の

対応

給水装置工事申請の受付と審査

体制
15

②給水装置工事の検査体制 給水装置工事の検査体制 10

③道路占用の受付体制 道路占用の受付体制 10

④止水栓修繕等の受付体制 止水栓修繕等の受付体制 5

⑤事前協議・相談・その他の給

水装置関連の内容と体制

事前協議・相談・その他の給水

装置関連の内容と体制
10

⑥給水装置等図面交付の対応 給水装置等図面交付の対応 5

⑦水道・下水道台帳システム給

水データ更新の対応
業務従事者の配置及び作業計画 5

（7） 宅内漏水調査に関する事項 （20）

①業務従事者の配置と受付体制
業務従事者の人員配置と受付体

制
10

②要求水準書等に関する理解
資料の様式の決定方法，様式の

変更対応
10

（8） 排水設備等関連業務に関する事項 （60）

①業務従事者の配置計画 業務従事者の配置 15

②排水設備等工事受付並び審

査の対応

排水設備等工事申請の受付と審

査業務体制
10

③排水設備等工事の検査体制 排水設備等工事の検査体制 10

④事前協議・相談・その他の

排水設備関連の内容と体制

事前協議・相談・その他の排水

設備関連の内容と体制
10

⑤排水設備等図面交付の対応 排水設備等図面交付の対応 5

⑥水洗化普及促進業務の対応 水洗化普及促進業務の実施体制 10
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審査項目 審査の視点 配点

（9） 水道メーター定期交換に関する事項 （50）

①業務従事者の配置計画 業務従事者の配置計画 20

②業務の施工計画
業務の施工計画及び作業従事者

に対する指導方針
15

③業務の特記仕様書等に関する

理解

効率的かつ柔軟な対応方法・体

制
15

（10） 漏水修繕等管路管理に関する業務 （55）

①業務従事者の配置計画
業務従事者の配置計画と待機体

制
20

②緊急漏水修繕時の体制
夜間休日を問わない迅速な初

動・復旧体制と，安全確保体制
15

③大規模漏水修繕時の資材確

保と専門技術者との連絡体制

資材確保と専門技術者との連絡

体制
10

④業務の特記仕様書等に関す

る理解

時間的・技術的な制約条件を正

確に把握した迅速な施工及び安

全管理体制

10

（11） 管路施設等漏水調査に関する業務 (5 0 )

①業務従事者の配置計画
実績と資格を持つ業務従事者の

配置計画
20

②精度・品質管理体制
熟練技術者による客観的な精度

担保の仕組みがあるか
10

③安全・環境配慮体制
事前周知や、騒音・不審者と誤

認されないための具体的配慮
10

④成果品の有用性

調査結果の分析が、将来の管路

更新計画や維持管理に資する付

加価値があるか

10

（12） その他技術業務に関する事項 ( 20 )

①環境整備計画 環境整備に対する考え 10

②SDG s※への取り組み
持続可能な社会を構築する取

組があるか
10

（13） 事務業務に関する事項 (20 )

①借用物の管理体制 借用物の管理体制 10

②備品・消耗品調達の品質・在

庫管理
備品・消耗品調達の管理体制 10

※ S D G s ( S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t G o a l s ) とは，２０１５年９月の国連サミットにて

全会一致で採択された「持続可能な開発目標 。
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3 評価点の算出方法

表２に示す 4 段階評価による得点化方法により 審査項目別に得点を算出し，
その合計を評価点とする。

表 ２ 評価点の得点化方法

ただし，審査項目のうち「価格評価点」は，以下により得点化する。

審査項目 審査の視点 配点

（14） 危機管理体制に関する事項 (50 )

①災害時の危機管理体制
上下水道部との連携及び体制とその

他外部からの支援体制
20

②災害時の体制 応急給水の連携及び体制 10

③感染症への対策

日常的な衛生管理及び集団感染時に

おける要員減少時でも業務を維持で

きる継続体制

10

④リスク分担 リスク分担に関する考え方 10

（15） 地域貢献に関する事項 (30 )

①地元経済への考え方
物品調達・外注委託等大崎市内業者

への発注計画
10

②地元雇用への考え方 大崎市内在住者の雇用計画 10

③広報について 情報提供の計画 10

技 術 評 価 点 計 70 0

価 格 評 価 点 計 30 0

合 計 1,000

評価 評価基準 得点化方法

A 当該審査項目について，特に秀でて優れている 配点× 1 . 0

B 当該審査項目について，秀でて優れている 配点× 0 . 7 5

C 当該審査項目について，優れている 配点× 0 . 5

D 当該審査項目について，優れている点は見当たらない 配点× 0 . 2 5

E 当該審査項目について，審査要件が示されていない 配点× 0
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① 業務提案審査において必要書類の確認ができた参加者中，提案見積書

に記載された金額（以下「提案見積金額」という。 ）が，提案上限金額を超

える者は失格とする。

提案上限価格： 9 1 0 , 7 1 0 , 0 0 0 円 （税抜）

② 提案見積金額が，提案上限金額以下の参加者の得点は，次の式により

求める。

＊見積率が７５％＜見積率≦１００％における価格評価点

見積率が１０５％における価格評価点が０点，見積率７５％における価格

評価点を３００点とした場合の２点を通る楕円の式

『 Ｙ＝（Ｂ ２×（１－Ｘ ２／Ａ ２ ） ） １ ／ ２ 』

見積率：提案見積金額／提案上限価格［小数点以下第３位四捨五入］

Ｙ：価格評価点，Ｘ： （見積率－７５％），Ａ：３０，Ｂ ： ３ ０ ０点

＊見積率が７５％以下の場合の価格評価点は３００点とする。


